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6 助成金を受け取るための手続き

除却助成を受けるための手続きの流れ除却助成を受けるための手続きの流れ

除却者（所有者） 区役所

事 前 相 談

除却工事着手

除却工事完了

受　  領

※除却の際にはご相談ください。
　助成の内容や、手続きの説明等を行います。

審　　　査除却助成対象確認申請

除却工事着手報告

除却助成対象確認通知

受　　　領

通知到着後、
除却工事契約締結

除却助成金交付決定通知

審　　　査

除却助成金交付

除却助成金交付請求

除却助成金交付申請

……  除却助成を受けるための手続き

建築助成を受けるための手続きの流れ建築助成を受けるための手続きの流れ

建築主 区役所

※助成対象床面積の確認のために
図面等をご持参ください。

事 前 相 談

通知到着後、
建築工事着手

建築工事完了

受　  領

※建替えの際にはご相談ください。
　助成の内容や、手続きの説明等を行います。

建築工事着手報告

建築助成対象確認申請

建築助成対象確認通知

受　　　領

現 場 検 査

建築助成金交付決定通知

審　　　査

審　　　査

建築助成金交付請求

（建築確認審査機関）（建築確認審査機関）

建築確認申請
（建築確認審査機関）（建築確認審査機関）

審　　　査

検　　　査

検 査 済 証

建築確認済証

完了検査申請

保存登記申請 審　　　査

保存登記証明

建築助成金交付申請 建築助成を
受けるための
手続き

建物の建築等
に関する手続き

建物の保存登記
に関する手続き建築助成金交付
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不燃化助成に係る必要書類・記入内容一覧

【除却助成に係る必要書類・記入内容】

書 類 名 称 記 入 方 法、内 容 等（用紙は、Ａ４・Ａ３）
提出時期

※
1
※
2
※
3
※
4

案 内 図 （ ２ 部 ） 　　申請地、図示 ●

変

更

・
訂

正

を

必

要

と

す

る

書

類

除却助成金の算定
に 関 す る 書 面

１．床面積に関する書類〔次の何れか一 （写し可） 〕
・固定資産税 ･都市計画税課税明細書
・土地 ･家屋名寄帳
・固定資産（土地 ･家屋）評価証明書

●

２．公図（写し可）
　　※３ヶ月以内（法務局で取得したもの）

●

３．登記全部事項証明書〔土地と建物〕（写し可）
　　※３ヶ月以内（法務局で取得したもの）

●

４．必要に応じて他の書類を提出していただくことが
あります。

○

除却工事に係る見積書 　　詳細な内訳を記載した見積書 ●

除却工事に係る工程表
１．詳細な工事工程表 ●
２．詳細な工事工程表（除却申請時と異なる場合） ●

写 真
１．除却前の建物全景（１週間以内の日付入り）
　　（前面道路、隣地との境界が分かる写真）

●

２．除却後の更地全景（日付入り） ●
請 負 契 約 書 除却工事請負契約書（内訳を含む）等の写し ●
除却工事に係る領収書 除却工事に係る領収書である旨の記載 ●

地上権設定契約書
土地賃貸借契約書
( 借地権者の場合 )

１．除却を可とする規定等がある場合 ●
２．上記以外、または契約書がない場合
・建築物除却承諾書

●

建築物除却承諾書
１．建物所有者（除却者）と土地所有者が異なる場合 ●
２．建物に所有者以外の権利者が存する場合 ●

中 小 企 業 で 
あ る こ と の 証 明

・法人 履歴事項全部証明書および印鑑証明書
・消費税仕入税額控除確認書

●

委 任 状 建物所有者が二名以上の場合 ●
そ の 他 関 係 書 類 必要に応じて ・戸籍全部事項証明書 ・住民票 ・他 ○ ○ ○

※1＝除却助成対象確認申請時　※2＝除却工事着手報告時　※3＝除却助成金交付申請時
※4＝変更・訂正発生時
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6 助成金を受け取るための手続き

除却助成を受けるための手続きの流れ除却助成を受けるための手続きの流れ

除却者（所有者） 区役所

事 前 相 談

除却工事着手

除却工事完了

受　  領

※除却の際にはご相談ください。
　助成の内容や、手続きの説明等を行います。

審　　　査除却助成対象確認申請

除却工事着手報告

除却助成対象確認通知

受　　　領

通知到着後、
除却工事契約締結

除却助成金交付決定通知

審　　　査

除却助成金交付

除却助成金交付請求

除却助成金交付申請

……  除却助成を受けるための手続き

建築助成を受けるための手続きの流れ建築助成を受けるための手続きの流れ

建築主 区役所

※助成対象床面積の確認のために
図面等をご持参ください。

事 前 相 談

通知到着後、
建築工事着手

建築工事完了

受　  領

※建替えの際にはご相談ください。
　助成の内容や、手続きの説明等を行います。

建築工事着手報告

建築助成対象確認申請

建築助成対象確認通知

受　　　領

現 場 検 査

建築助成金交付決定通知

審　　　査

審　　　査

建築助成金交付請求

（建築確認審査機関）（建築確認審査機関）

建築確認申請
（建築確認審査機関）（建築確認審査機関）

審　　　査

検　　　査

検 査 済 証

建築確認済証

完了検査申請

保存登記申請 審　　　査

保存登記証明

建築助成金交付申請 建築助成を
受けるための
手続き

建物の建築等
に関する手続き

建物の保存登記
に関する手続き建築助成金交付
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【建築助成に係る必要書類・記入内容】

書 類 名 称
記入方法、内容等(用紙は､Ａ4･Ａ3 ※配置図から断面図はＡ3に限る) 提出時期
【 案内図から緑化基準書までの書類は、下記内容を必ず記載 】 ※1 ※2 ※3

案 内 図 ( ２部 ) 申請地、図示 ●

変

更

・
訂

正

を

必

要

と

す

る

書

類

配 置 図
１．外構記入（ブロック塀等は６０㎝以下、または生け垣等） ●
２．地区防災道路に面する場合は、後退部分のラインおよびその
面積と算定根拠 ●

仕 上 げ 表
　　壁、天井の仕上げ材 （下地材を含む）
・火気使用室（台所：不燃材以上）
・避難上重要な箇所
  （廊下、階段室等：不燃材または難燃材以上）

●

耐 火 リ ス ト 　　壁、柱、床、梁、屋根、階段（告示、認定番号等） ●
求  積  図 建築助成対象部分 赤線枠表示と面積、算定根拠 ●

平  面  図

１．建築助成対象部分（一階から三階までの、原則三面以上が壁
等で囲まれた部分（天井がない部分は不可））赤線枠表示 ●

２．道路に面する部分の落下防止 （ベランダ・網入ガラス等） ●
３．ガス使用（台所）の場合は、ガス漏れ防止（立消え装置・安全弁等） ●

立  面  図 地盤面から７ｍ （赤文字） のライン赤線表示、道路境界を図示 ●
断 面 図 地盤面から７ｍ （赤文字） のライン赤線表示、道路境界を図示 ●
公 図 申請地、図示　※3ヶ月以内。（法務局で取得したもの） ● ●

緑 化 基 準 書
( 緑化面積書 )

　　敷地面積が１００㎡以上の場合
・本図書に、敷地面積・緑化基準値・緑化面積等
・配置図または平面図に、緑化箇所・緑化面積と算定根拠

● ●

土 地 登 記
全部事項証明書

１．建築敷地　※3ヶ月以内。（法務局で取得したもの） ●
２．建築主と異なる場合（共同化）は、権利関係書類等 ●

賃 貸 借 契 約 書 借地の場合、建築する建物に関する規定があるもの ●
土地使用承諾書 建築主と土地所有者が異なる場合、土地に他の権利者が存する場合 ●
中 小 企 業 で 
あることの証明

・法人 履歴事項全部証明書および印鑑証明書
・消費税仕入税額控除確認書 ●

写 真

１．建替え前の建物全景、更地の場合は敷地全景 ●
２．建築後の建物全景および外構部、緑化がある場合は緑化箇所 ●
３．その他 
・不燃、準不燃シール （火気使用室 ･階段室などの壁､ 天井。
IHのときは不要、一部 IHは要相談）

・ガス漏れ防止機器 （Si シールまたは安全確認ができるもの）
・浴室内は、手摺りと段差解消（三世代住宅助成対象時）

●

建 築 確 認 済 証 写 （第一面から第六面を含む） ●
検 査 済 証 写 ●

建 物 保 存 登 記
全部事項証明書

１．共同化の場合は、従前建築物および建築助成対象建築物 ● ●
２．上記以外は、建築助成対象建築物　
　　※3ヶ月以内。（法務局で取得したもの） ●

住 民 票
世帯全員および
本籍・続柄記載

　　三世代住宅助成対象の場合 ●

委 任 状 建築主が二名以上の場合 ●
その他関係書類 必要に応じて ・戸籍全部事項証明書 ・住民票 ・他 ○ ○

※1＝建築助成対象確認申請時 　※2＝建築助成金交付申請時 　※3＝変更・訂正発生時

（ ）



品川区も応援します
さあ、はじめませんか

みんなで進める不燃化の家づくり

品川区も応援します
さあ、はじめませんか

みんなで進める不燃化の家づくり
このパンフレットや「都市防災不燃化促進事業」について、
ご意見・お問い合わせ・ご相談などを受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】
〒140-8715 東京都品川区広町2 丁目 1 番 36 号
品川区 都市環境部 木密整備推進課 不燃化促進担当
電 話：03-5742-6947（直通）
ＦＡＸ：03-5742-6756


